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◯
秋
田
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
五
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
訓
令
第
五
号

庁
　
中
　
一
　
般
　

各

地

方

機

関

秋
田
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
秋
田
県
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
三
項
中
「
別
表
第
四
衛
生
科
学
研
究
所
の
項
」
を
「
別
表
第
四
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ

ー
の
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
県
立
大
学
、
衛
生
科
学
研
究
所
、
総
合
食
品
研
究
所
」
を
「
農
林
水
産
技
術

セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
、
衛
生
看
護
学
院
及
び
総
合
生
活
文
化
会
館
」
を
「
及
び
衛
生
看
護
学
院
」
に

改
め
る
。

第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
事
項
」
の
下
に
「（
考
査
員
、
政
策
監
、
防
災
監
、
将
来
構
想
推
進
監
、

県
民
総
参
加
推
進
監
、
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
推
進
監
、
研
究
推
進
監
、
Ｉ
Ｔ
改
革
推
進
監
、
社
会

保
障
対
策
監
、
事
業
調
整
監
、
技
術
管
理
監
、
流
域
防
災
監
又
は
財
産
管
理
監
（
以
下
「
考
査
員
等
」

と
い
う
。
）
が
担
当
す
る
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
課
長
又
は
室
長
」
を
「
当

該
班
長
が
室
に
置
か
れ
る
班
の
班
長
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
室
長
（
当
該
室
長
が
不
在
の
と
き
は
、

課
長
）
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
課
に
置
か
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
事
項
」
の
下
に
「
（
考
査
員
等
が
担
当
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
及
び
課
長
」
及
び
「
と
も
に
」
を
削
り
、
「
部
長
」
を
「
当
該
考
査
員
等

が
決
裁
す
る
も
の
と
し
、
当
該
班
長
及
び
考
査
員
等
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
当
該
班
長
が
室
に

置
か
れ
る
班
の
班
長
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
室
長
（
当
該
室
長
が
不
在
の
と
き
は
、
課
長
）
が
、

そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
本
庁
の
班
長
（
室
に
置
か
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
本
庁
の
班
長
」
に
、
「
に
つ
い
て
、
当
該
班
長
及

び
室
長
が
と
も
に
」
を
「
を
課
長
が
決
裁
す
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
課
長
が
」
に
、

「
課
長
（
当
該
課
長
」
を
「
当
該
事
項
が
局
長
が
主
管
す
る
事
務
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
局
長
（
当
該
局
長
」
に
改
め
、
「
部
長
）
」
の
下
に
「
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
部

長
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
中
「
（
県
立
大
学
の
事
務
局
に
あ
つ
て
は
、
課
又
は
室
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
次
項
に
規
定
す
る
」
を
「
地
域
振
興
局
の
部
の
課
又
は
室
に
置
か
れ

る
」
に
改
め
、
「
事
項
」
の
下
に
「
（
病
院
改
革
推
進
監
の
担
当
す
る
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」

を
加
え
、
「
場
合
」
を
「
と
き
」
に
改
め
、
「
（
県
立
大
学
の
事
務
局
に
あ
つ
て
は
、
事
務
局
長
）
」

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
の
部
」
の
下
に
「
（
総
務
企
画
部
及
び
県
税
部
に
限
る
。
）
」
を
、

「
室
に
置
か
れ
る
班
の
班
長
の
専
決
す
る
事
項
」
の
下
に
「
（
地
域
振
興
監
が
担
当
す
る
事
務
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
決
裁
す
る
も
の
と
し
、
当
該
班
長
及
び
課
又
は
室
の
長
が
と
も

に
不
在
の
場
合
は
、
当
該
部
の
長
（
当
該
部
の
長
が
不
在
の
と
き
は
、
地
域
振
興
局
長
）
が
」
を
削

り
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八

項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
を
第
七
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

３

地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
の
課
に
置
か
れ
る
班
の
班
長
の
専
決
す
る
事
項
（
地
域
振
興
監
が
担

当
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
班
長
が
不
在
の
と
き
は
、
当
該
課
の
長

が
決
裁
す
る
も
の
と
し
、
当
該
班
長
及
び
課
の
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
当
該
地
域
振
興
監

が
決
裁
す
る
も
の
と
す
る
。

４

地
域
振
興
局
の
部
（
総
務
企
画
部
及
び
県
税
部
を
除
く
。
）
の
課
に
置
か
れ
る
班
の
班
長
の
専

決
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
班
長
が
不
在
の
と
き
は
、
当
該
課
の
長
が
決
裁
す
る
も
の
と
し
、

当
該
班
長
及
び
課
の
長
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
当
該
部
の
次
長
が
決
裁
す
る
も
の
と
す
る
。

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
振
興
局
の
部
の
課
若
し
く
は
室
の
長
が
決
裁
す
る
も
の
と
さ
れ
る

場
合
に
お
い
て
当
該
課
若
し
く
は
室
の
長
が
不
在
の
と
き
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
振
興
監

が
決
裁
す
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
地
域
振
興
監
が
不
在
の
と
き
又
は
前
項
の
規
定

に
よ
り
地
域
振
興
局
の
部
の
次
長
が
決
裁
す
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
次
長
が
不
在

の
と
き
は
、
当
該
部
の
長
（
当
該
部
の
長
が
不
在
の
と
き
は
、
地
域
振
興
局
長
）
が
決
裁
す
る
も

の
と
す
る
。

６

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
の
事
務
部
に
置
か
れ
る
班
の
班
長
の
専
決
す
る

１

訓
　
　
　
　
　
　
令

ペ
ー
ジ
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事
項
（
病
院
改
革
推
進
監
の
担
当
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
班
長
が

不
在
の
と
き
は
、
当
該
病
院
改
革
推
進
監
が
決
裁
す
る
も
の
と
し
、
当
該
班
長
及
び
病
院
改
革
推

進
監
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
事
務
部
長
（
当
該
事
務
部
長
が
不
在
の
と
き
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
所
長
）
が
決
裁
す
る
も
の
と
す
る
。

「

第
十
条
第
一
項
の
表
本
庁
の
項
第
四
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
を
次

」

の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
の
表
本
庁
の
項
第
七
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
削
り
、
同
表
地
方
機
関
の
項
第
一

号
（一）
中
「
を
置
く
地
方
機
関
に
あ
つ
て
は
、
次
長
」
を
「

、
副
館
長
、
副
校
長
又
は
副
所
長
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
次
長
等
」
と
い
う
。
）
を
置
く
地
方
機
関
に
あ
つ
て
は
、
次
長
等
」
に
、

「
の
次
長
」
を
「
の
次
長
等
」
に
、
「
次
長
）
」
を
「
次
長
等
）
」
に
改
め
、
同
号
（二）
中
「
次
長
」

を
「
次
長
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
二
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
か

ら
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

当
該
事
務
を

主
管
す
る
課

長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

大
会
総
務
課

長施
設
調
整
課

長
又
は
競
技

式
典
課
長

県
民
総
参
加

推
進
監
又
は

障
害
者
ス
ポ

ー
ツ
大
会
推

進
監

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

五
　
考
査
員
等
を
置
か
な
い

課
の
課
長
及
び
室
の
室
長

六
　
考
査
員
等
を
置
く
課
の

課
長
及
び
室
の
室
長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

当
該
事
務
を

担
当
す
る
考

査
員
等

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

三
　
地
域
振
興

局

地
域
振
興
局

長

総
務
企
画
部

長県
税
部
長

地
域
振
興
監

当
該
事
務
を

主
管
す
る
課

長
又
は
出
納

室
長

大
館
地
区
総

合
事
務
所
長

当
該
事
務
を

主
管
す
る
課

長

当
該
事
務
を

主
管
す
る
課

長別
表
第
五
に

定
め
る
事
項

以
外
の
事
項

に

あ

つ

て

は
、
当
該
事

務
を
所
掌
す

る
班
の
班
長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

別
表
第
五
に

定
め
る
事
項

以
外
の
事
項

に
あ
つ
て

は
、
当
該
事

務
を
所
掌
す

る
班
の
班
長

別
表
第
五

に
定
め
る

事
項
以
外

の
事
項
に

あ

つ

て

は
、
当
該

事
務
を
所

掌
す
る
班

の
班
長
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３

総
務
企
画
部

長

福
祉
環
境
部

長
、
農
林
部

長
又
は
建
設

部
長

地
域
振
興
監

当
該
事
務
を

主
管
す
る
課

当
該
事
務
を

主
管
す
る
次

長当
該
事
務
を

主
管
す
る
課

長当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

当
該
事
務
を

主
管
す
る
課

長八
郎
潟
基
幹

施
設
管
理
事

務
所
長
、
仙

北
平
野
農
村

整
備
事
務
所

長
又
は
ダ
ム

管
理
事
務
所

長当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

別
表
第
五

に
定
め
る

事
項
以
外

の
事
項
に

あ

つ

て

は
、
当
該

事
務
を
所

掌
す
る
班

の
班
長

当
該
事
務

を
所
掌
す

る
班
の
班

長
（
班
を

置
か
な
い

場
合
に
あ

つ
て
は
、

地
域
振
興

局
長
が
あ

ら
か
じ
め

指
定
す
る

職
員
）

当
該
事
務

を
所
掌
す

る
出
張
所

長

県
税
部
長

福
祉
環
境
部

長
、
農
林
部

長
及
び
建
設

部
長

課
長

長
又
は
出
納

室
長

大
館
地
区
総

合
事
務
所
長

当
該
事
務
を

主
管
す
る
課

長当
該
事
務
を

主
管
す
る
次

長当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

の
班
長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

当
該
事
務
を

主
管
す
る
課

長八
郎
潟
基
幹

施
設
管
理
事

務
所
長
、
仙

北
平
野
農
村

整
備
事
務
所

長
又
は
ダ
ム

管
理
事
務
所

長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長
（
班

を
置
か
な
い

場
合
に
あ
つ

て
は
、
農
林

部
長
又
は
建

設
部
長
が
あ

ら
か
じ
め
指

定

す

る

職

員
）

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
出

張
所
長
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４

四
　
農
林
水
産

技
術
セ
ン
タ

ー

出
納
室
長

大
館
地
区
総

合

事

務

所

長
、
八
郎
潟

基
幹
施
設
管

理

事

務

所

長
、
仙
北
平

野
農
村
整
備

事
務
所
長
及

び
ダ
ム
管
理

事
務
所
長

所
長

企
画
経
営
室

長総
合
食
品
研

究
所
長

農
業
試
験
場

長
、
果
樹
試

験
場
長
、
水

産
振
興
セ
ン

タ
ー
所
長
及

び
森
林
技
術

セ
ン
タ
ー
所

長

班
長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長
（
班

を
置
か
な
い

場
合
に
あ
つ

て
は
、
八
郎

潟
基
幹
施
設

管
理
事
務
所

長
又
は
ダ
ム

管
理
事
務
所

長
が
あ
ら
か

じ
め
指
定
す

る
職
員
）

企
画
経
営
室

長当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

総
合
食
品
研

究
所
次
長

管
理
室
長

管
理
室
長

五
　
産
業
技
術

総
合
研
究
セ

ン
タ
ー

六
　
太
平
療
育

畜
産
試
験
場

長管
理
室
長
、

食
品
加
工
研

究
所
長
及
び

醸
造
試
験
場

長部
長
及
び
分

場
長

所
長

総
務
管
理
部

長
及
び
経
営

企
画
部
長

工
業
技
術
セ

ン
タ
ー
所
長

高
度
技
術
研

究
所
長

工
業
技
術
セ

ン
タ
ー
次
長

及
び
高
度
技

術
研
究
所
副

所
長

園
長

畜
産
試
験
場

次
長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

部
長
又
は
分

場
長
が
あ
ら

か
じ
め
指
定

す
る
職
員

総
務
管
理
部

長当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

工
業
技
術
セ

ン
タ
ー
次
長

高
度
技
術
研

究
所
副
所
長

所
長
が
あ
ら

か
じ
め
指
定

す
る
職
員

事
務
局
長
又

管
理
室
長

当
該
事
務
を
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第
十
条
第
一
項
の
表
地
方
機
関
の
項
中
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、

「

同
項
第
十
号
中

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同

」

「

「

号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　

」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
を
削
る
。

」

別
表
第
一
第
十
五
号
中
「
た
る
委
員
会
及
び
委
員
並
び
に
」
を
「
で
あ
る
委
員
会
の
委
員
、
監
査

委
員
及
び
」
に
改
め
、
「
附
属
機
関
」
の
次
に
「
（
保
健
医
療
福
祉
協
議
会
、
結
核
診
査
協
議
会
及

び
感
染
症
診
査
協
議
会
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
六
号
中
「
掲
げ
る
職
員
」
の
次
に
「

、
保
健
医
療
福
祉
協

議
会
、
結
核
診
査
協
議
会
及
び
感
染
症
診
査
協
議
会
の
委
員
」
を
加
え
、
「
教
育
公
務
員
に
準
ず
る

職
務
に
従
事
す
る
」
を
「
地
方
機
関
の
」
に
改
め
、
同
欄
第
十
七
号
中
「
考
査
員
、
政
策
監
」
を

「
考
査
員
等
」
に
改
め
、
「
防
災
監
、
Ｉ
Ｔ
改
革
推
進
監
、
社
会
保
障
対
策
監
、
水
と
緑
推
進
監
、

技
術
管
理
監
」
を
削
り
、
「

、
企
業
誘
致
専
門
監
及
び
流
域
防
災
監
」
を
「
及
び
企
業
誘
致
専
門

監
」
に
改
め
、
同
表
課
長
・
室
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
二
十
四
号
を
削
り
、
第
二
十
五
号
を
第
二
十

四
号
と
し
、
第
二
十
六
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
の
備
考
１
中
「

、

第2
4

号
及
び
第2

6

号
か
ら
第2

8

号
」
を
「
及
び
第2

5

号
か
ら
第2

7

号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
一
号
の
表
所
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

1
9

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当

職
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
第
二
号
の
表
所
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
号
中
「

、
副
所
長
」
を
削
り
、
同
欄
中
第
十

八
号
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

1
9

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当

職
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
地
域
振
興
局
地
域
振
興
局
長
の
項
中
第
十
九
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第

十
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
九
号
中
「

、
大
館
地
区
総
合
事
務
所
長
及
び
仙
北

平
野
農
村
整
備
事
務
所
長
」
を
「
及
び
地
域
振
興
監
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同

項
第
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

９
　
保
健
医
療
福
祉
協
議
会
、
結
核
診
査
協
議
会
及
び
感
染
症
診
査
協
議
会
の
委
員
の
任
免
に
関

す
る
こ
と
。

1
0

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当

職
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
長
の
項
第
九
号
中
「
職
員
」
の
次
に
「
（
地
域
振
興
監
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
十
号
中
「
及
び
出
納
室
長
」
を
「

、

出
納
室
長
及
び
大
館
地
区
総
合
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
七
号
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
地
域
振
興
局
県
税

部
長
福
祉
環
境
部
長
農
林
部
長
建
設
部
長
の
項
第
十
号
中
「
八
郎
潟
基
幹
施
設
管
理
事
務
所
長
」
の

次
に
「

、
仙
北
平
野
農
村
整
備
事
務
所
長
」
を
加
え
、
同
表
地
域
振
興
局
大
館
地
区
総
合
事
務
所

長
仙
北
平
野
農
村
整
備
事
務
所
長
の
項
を
削
り
、
同
表
地
域
振
興
局
課
長
出
納
室
長
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

５

園

事
務
局
長

は
総
看
護
師

長医
長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

所
掌
す
る
班

の
班
長

教
務
部
長

学
院
長
が
あ

ら
か
じ
め
指

定
す
る
職
員

教
務
部

た
る
委
員
会
及
び
委
員
並
び
に

で
あ
る
委
員
会
の
委
員
、
監
査

委
員
及
び

附
属
機
関

（
保
健
医
療
福
祉
協
議
会
、
結
核
診
査
協
議
会
及

び
感
染
症
診
査
協
議
会
を
除
く
。
）

掲
げ
る
職
員

、
保
健
医
療
福
祉
協

議
会
、
結
核
診
査
協
議
会
及
び
感
染
症
診
査
協
議
会
の
委
員

教
育
公
務
員
に
準
ず
る

職
務
に
従
事
す
る

考
査
員
等

防
災
監
、
Ｉ
Ｔ
改
革
推
進
監
、
社
会
保
障
対
策
監
、
水
と
緑
推
進
監
、

地
方
機
関
の

考
査
員
、
政
策
監

技
術
管
理
監

、
企
業
誘
致
専
門
監
及
び
流
域
防
災
監

及
び
企
業
誘
致
専
門

監

、

第
2
4
号
及
び
第
2
6
号
か
ら
第
2
8
号

及
び
第
2
5
号
か
ら
第
2
7
号

1
9
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当

職
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

1
9
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当

職
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

９
　
保
健
医
療
福
祉
協
議
会
、
結
核
診
査
協
議
会
及
び
感
染
症
診
査
協
議
会
の
委
員
の
任
免
に
関

す
る
こ
と
。

1
0
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当

職
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

、
副
所
長

、
大
館
地
区
総
合
事
務
所
長
及
び
仙
北

平
野
農
村
整
備
事
務
所
長

及
び
地
域
振
興
監

職
員

（
地
域
振
興
監
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
出
納
室
長

、

出
納
室
長
及
び
大
館
地
区
総
合
事
務
所
長

八
郎
潟
基
幹
施
設
管
理
事
務
所
長

、
仙
北
平
野
農
村
整
備
事
務
所
長

事
務
部
長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

事
務
部
長

病
院
改
革
推

進
監

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長

長

当
該
事
務
を

所
掌
す
る
班

の
班
長
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別
表
第
四
県
立
大
学
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６

大
館
地
区
総
合
事
務

所
長

仙
北
平
野
農
村
整
備

事
務
所
長

１
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
照
会
、
回
答
、
通
知
、
依
頼
、
協

議
等
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
申
請
、
届
出
、
報
告
、
進
達
、
副

申
等
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
所
掌
事
務
に
係
る
特
に
軽
易
な
決
定
、
認
定
、
承
認
等
に
関

す
る
こ
と
。

４
　
所
掌
事
務
に
係
る
特
に
軽
易
な
指
導
、
指
示
、
措
置
、
調
査
、

検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
講
習
会
、
講
演
会
、
説
明
会
等
の

開
催
に
関
す
る
こ
と
。

６
　
所
掌
事
務
に
係
る
特
に
軽
易
な
備
付
帳
票
の
調
整
並
び
に
縦

覧
及
び
閲
覧
に
関
す
る
こ
と
。

７
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
事
実
の
証
明
及
び
謄
本
、
抄
本
等

の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

８
　
所
属
の
班
長
の
出
張
及
び
復
命
に
関
す
る
こ
と
。

９
　
所
属
の
班
長
の
年
次
休
暇
に
関
す
る
こ
と
。

1
0
所
属
の
班
長
の
時
間
外
勤
務
、
休
日
勤
務
、
宿
日
直
勤
務
及

び
特
殊
勤
務
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

1
1
所
属
の
班
長
の
週
休
日
の
振
替
、
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り

変
更
及
び
休
日
の
代
休
日
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

1
2
所
掌
事
務
に
係
る
前
各
号
に
類
す
る
事
項

農
林
水
産
技
術
セ

ン
タ
ー

所
長

１
　
職
員
の
配
置
及
び
事
務
分
担
に
関
す
る
こ

と
。

２
　
所
長
、
企
画
経
営
室
長
、
総
合
食
品
研
究
所

長
、
農
業
試
験
場
長
、
果
樹
試
験
場
長
、
畜
産

試
験
場
長
、
水
産
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
森

林
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長
（
以
下
農
林
水
産
技
術

セ
ン
タ
ー
の
項
に
お
い
て
「
所
長
等
」
と
い

う
。
）
の
海
外
出
張
及
び
復
命
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
所
長
等
の
出
張
及
び
復
命
に
関
す
る
こ
と
。

４
　
所
長
等
の
休
暇
及
び
職
務
免
除
に
関
す
る
こ

企
画
経
営
室
長

と
。

５
　
所
長
等
の
週
休
日
の
振
替
、
半
日
勤
務
時
間

の
割
振
り
変
更
及
び
休
日
の
代
休
日
の
指
定
に

関
す
る
こ
と
。

６
　
所
長
等
の
欠
勤
に
関
す
る
こ
と
。

７
　
所
長
等
の
事
務
引
継
に
関
す
る
こ
と
。

８
　
所
長
等
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給

の
対
象
と
な
る
勤
務
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

９
　
農
林
水
産
業
、
食
品
加
工
業
及
び
酒
類
製
造

業
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
の
普
及
指
導
等
の

企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

1
0
所
掌
事
務
に
係
る
前
各
号
に
類
す
る
事
項

1
1
所
掌
事
務
に
係
る
他
の
専
決
権
者
の
専
決
事

項
に
属
さ
な
い
事
項

１
　
所
掌
事
務
に
係
る
照
会
、
回
答
、
通
知
、
依

頼
、
協
議
等
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
所
掌
事
務
に
係
る
申
請
、
届
出
、
報
告
、
進

達
、
副
申
等
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
所
掌
事
務
に
係
る
決
定
、
認
定
、
承
認
等
に

関
す
る
こ
と
。

４
　
所
掌
事
務
に
係
る
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の

付
与
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
所
掌
事
務
に
係
る
指
導
、
指
示
、
措
置
、
調

査
、
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

６
　
所
掌
事
務
に
係
る
講
習
会
、
講
演
会
、
説
明

会
等
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

７
　
所
掌
事
務
に
係
る
備
付
帳
票
の
調
整
並
び
に

縦
覧
及
び
閲
覧
に
関
す
る
こ
と
。

８
　
所
掌
事
務
に
係
る
事
実
の
証
明
及
び
謄
本
、

抄
本
等
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

９
　
所
属
の
職
員
の
海
外
出
張
及
び
復
命
に
関
す

る
こ
と
。

1
0
所
属
の
主
席
研
究
員
及
び
班
長
の
出
張
及
び

復
命
に
関
す
る
こ
と
。
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７

総
合
食
品
研
究
所

長農
業
試
験
場
長

果
樹
試
験
場
長

畜
産
試
験
場
長

水
産
振
興
セ
ン
タ

ー
所
長

森
林
技
術
セ
ン
タ

ー
所
長

1
1
所
属
の
職
員
の
休
暇
及
び
職
務
免
除
（
班
長

以
外
の
班
の
職
員
の
年
次
休
暇
を
除
く
。
）
に

関
す
る
こ
と
。

1
2
所
属
の
主
席
研
究
員
及
び
班
長
の
時
間
外
勤

務
、
休
日
勤
務
及
び
特
殊
勤
務
の
命
令
に
関
す

る
こ
と
。

1
3
所
属
の
主
席
研
究
員
及
び
班
長
の
週
休
日
の

振
替
、
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
及
び
休

日
の
代
休
日
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

1
4
所
属
の
職
員
の
欠
勤
に
関
す
る
こ
と
。

1
5
所
属
の
職
員
の
事
務
引
継
に
関
す
る
こ
と
。

1
6
通
勤
手
当
の
支
給
の
確
認
、
決
定
等
に
関
す

る
こ
と
。

1
7
所
属
の
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の

支
給
の
対
象
と
な
る
勤
務
の
確
認
に
関
す
る
こ

と
。

1
8
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並

び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当
職

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

1
9
臨
時
的
任
用
職
員
の
任
免
並
び
に
部
分
休
業

の
承
認
及
び
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
。

2
0
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
4
1
条
の

規
定
に
よ
る
旅
費
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

2
1
所
掌
事
務
に
係
る
前
各
号
に
類
す
る
事
項

１
　
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
照
会
、
回
答
、
通

知
、
依
頼
、
協
議
等
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
申
請
、
届
出
、
報

告
、
進
達
、
副
申
等
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
所
掌
事
務
に
係
る
決
定
、
認
定
、
承
認
等
に

関
す
る
こ
と
。

４
　
所
掌
事
務
に
係
る
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の

付
与
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
所
掌
事
務
に
係
る
指
導
、
指
示
、
措
置
、
調

査
、
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

管
理
室
長

食
品
加
工
研
究
所

長醸
造
試
験
場
長

６
　
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
講
習
会
、講
演
会
、

説
明
会
等
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

７
　
所
掌
事
務
に
係
る
備
付
帳
票
の
調
整
並
び
に

縦
覧
及
び
閲
覧
に
関
す
る
こ
と
。

８
　
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
事
実
の
証
明
及
び

謄
本
、
抄
本
等
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

９
　
所
属
の
職
員
の
海
外
出
張
及
び
復
命
に
関
す

る
こ
と
。

1
0
所
属
の
次
長
、
管
理
室
長
、
食
品
加
工
研
究

所
長
、
醸
造
試
験
場
長
、
主
席
研
究
員
、
部
長

及
び
分
場
長
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
次
長

等
」
と
い
う
。
）
の
出
張
及
び
復
命
に
関
す
る

こ
と
。

1
1
所
属
の
職
員
の
休
暇
及
び
職
務
免
除
（
分
場

長
以
外
の
分
場
の
職
員
及
び
班
の
職
員
の
年
次

休
暇
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

1
2
所
属
の
次
長
等
の
時
間
外
勤
務
、
休
日
勤
務

及
び
特
殊
勤
務
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

1
3
所
属
の
次
長
等
の
週
休
日
の
振
替
、
半
日
勤

務
時
間
の
割
振
り
変
更
及
び
休
日
の
代
休
日
の

指
定
に
関
す
る
こ
と
。

1
4
所
属
の
職
員
の
欠
勤
に
関
す
る
こ
と
。

1
5
所
属
の
職
員
の
事
務
引
継
に
関
す
る
こ
と
。

1
6
所
属
の
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の

支
給
の
対
象
と
な
る
勤
務
の
確
認
に
関
す
る
こ

と
。

1
7
所
掌
事
務
に
係
る
前
各
号
に
類
す
る
事
項

１
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
照
会
、
回
答
、
通

知
、
依
頼
、
協
議
等
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
申
請
、
届
出
、
報

告
、
進
達
、
副
申
等
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
講
習
会
、講
演
会
、

説
明
会
等
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

４
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
事
実
の
証
明
及
び
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別
表
第
四
衛
生
科
学
研
究
所
の
項
及
び
総
合
食
品
研
究
所
の
項
を
削
り
、
同
表
産
業
技
術
総
合
研

究
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
二
号
中
「
総
務
企
画
部
長
」
を
「
総
務
管
理
部
長
、
経
営
企
画
部
長
」
に

改
め
、
同
表
産
業
技
術
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
総
務
企
画
部
長
の
項
中
「
総
務
企
画
部
長
」
を
「
総
務

管
理
部
長
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
職
員
（
」
の
次
に
「
総
務
管
理
部
の
」
を
加
え
、
同
項
第

十
一
号
中
「
職
務
免
除
（
」
の
次
に
「
総
務
管
理
部
の
」
を
加
え
、
同
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号

中
「
職
員
（
」
の
次
に
「
総
務
管
理
部
の
」
を
加
え
、
同
項
中
第
十
七
号
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第

十
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

1
8

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当
職

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
産
業
技
術
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
総
務
管
理
部
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８

部
長

分
場
長

班
長

謄
本
、
抄
本
等
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
所
属
の
班
長
の
出
張
及
び
復
命
に
関
す
る
こ

と
。

６
　
所
属
の
班
長
の
年
次
休
暇
に
関
す
る
こ
と
。

７
　
所
属
の
班
長
の
時
間
外
勤
務
、
休
日
勤
務
及

び
特
殊
勤
務
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

８
　
所
属
の
班
長
の
週
休
日
の
振
替
、
半
日
勤
務

時
間
の
割
振
り
変
更
及
び
休
日
の
代
休
日
の
指

定
に
関
す
る
こ
と
。

９
　
所
掌
事
務
に
係
る
前
各
号
に
類
す
る
事
項

１
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
照
会
、
回
答
、
通

知
、
依
頼
、
協
議
等
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
申
請
、
届
出
、
報

告
、
進
達
、
副
申
等
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
講
習
会
、講
演
会
、

説
明
会
等
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

４
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
事
実
の
証
明
及
び

謄
本
、
抄
本
等
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
所
属
の
職
員
の
出
張
及
び
復
命
に
関
す
る
こ

と
。

６
　
所
属
の
職
員
の
年
次
休
暇
に
関
す
る
こ
と
。

７
　
所
属
の
職
員
の
時
間
外
勤
務
、
休
日
勤
務
及

び
特
殊
勤
務
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

８
　
所
属
の
職
員
の
週
休
日
の
振
替
、
半
日
勤
務

時
間
の
割
振
り
変
更
及
び
休
日
の
代
休
日
の
指

定
に
関
す
る
こ
と
。

９
　
所
掌
事
務
に
係
る
前
各
号
に
類
す
る
事
項

１
　
所
掌
事
務
に
係
る
特
に
軽
易
な
照
会
、回
答
、

通
知
、
依
頼
、
協
議
等
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
所
掌
事
務
に
係
る
特
に
軽
易
な
申
請
、届
出
、

報
告
、
進
達
、
副
申
等
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
所
掌
事
務
に
係
る
特
に
軽
易
な
講
習
会
、
講

演
会
、
説
明
会
等
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

４
　
所
掌
事
務
に
係
る
特
に
軽
易
な
事
実
の
証
明

及
び
謄
本
、
抄
本
等
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
所
属
の
職
員
の
出
張
及
び
復
命
に
関
す
る
こ

と
。

６
　
所
属
の
職
員
の
年
次
休
暇
に
関
す
る
こ
と
。

７
　
所
属
の
職
員
の
時
間
外
勤
務
、
休
日
勤
務
及

び
特
殊
勤
務
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

８
　
所
属
の
職
員
の
週
休
日
の
振
替
、
半
日
勤
務

時
間
の
割
振
り
変
更
及
び
休
日
の
代
休
日
の
指

定
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
企
画
部
長

総
務
管
理
部
長
、
経
営
企
画
部
長

総
務
企
画
部
長

総
務

管
理
部
長

職
員
（

総
務
管
理
部
の

職
務
免
除
（

総
務
管
理
部
の

職
員
（

総
務
管
理
部
の

1
8
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当
職

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

経
営
企
画
部
長

１
　
所
掌
事
務
に
係
る
照
会
、
回
答
、
通
知
、
依
頼
、
協
議
等
に

関
す
る
こ
と
。

２
　
所
掌
事
務
に
係
る
申
請
、
届
出
、
報
告
、
進
達
、
副
申
等
に

関
す
る
こ
と
。

３
　
所
掌
事
務
に
係
る
決
定
、
認
定
、
承
認
等
に
関
す
る
こ
と
。

４
　
所
掌
事
務
に
係
る
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る

こ
と
。

５
　
所
掌
事
務
に
係
る
指
導
、
指
示
、
措
置
、
調
査
、
検
査
等
に

関
す
る
こ
と
。

６
　
所
掌
事
務
に
係
る
講
習
会
、
講
演
会
、
説
明
会
等
の
開
催
に

関
す
る
こ
と
。

７
　
所
掌
事
務
に
係
る
備
付
帳
票
の
調
整
並
び
に
縦
覧
及
び
閲
覧

に
関
す
る
こ
と
。
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別
表
第
四
太
平
療
育
園
事
務
局
長
の
項
第
十
一
号
中
「
児
童
手
当
の
受
給
資
格
及
び
額
の
認
定

等
」
を
「
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当

職
の
決
定
」
に
改
め
、
同
表
太
平
療
育
園
医
長
総
看
護
師
長
の
項
中
「
総
看
護
師
長
」
を
削
り
、
同

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
四
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
事
務
部
次
長
の
項
第
十
二
号
中
「
児
童
手
当
の
受
給
資
格
及
び

額
の
認
定
等
」
を
「
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に

係
る
相
当
職
の
決
定
」
に
改
め
、
同
表
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第

二
号
中
「
及
び
医
療
部
次
長
」
を
「
、
医
療
部
次
長
及
び
病
院
改
革
推
進
監
」
に
改
め
、
同
表
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
事
務
部
長
の
項
第
九
号
中
「
の
職
員
」
の
次
に
「
（
病
院

改
革
推
進
監
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
十
八
号
を
削
り
、

第
十
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

1
9

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当
職

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
衛
生
看
護
学
院
学
院
長
の
項
中
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

1
9

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当
職

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
衛
生
看
護
学
院
教
務
部
長
の
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「
職
員
」
を
「
班

長
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
四
総
合
生
活
文
化
会
館
の
項
を
削
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
秋
田
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
改
正
）

２

秋
田
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
年
秋
田
県
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
る
。

９

児
童
手
当
の
受
給
資
格
及
び
額
の
認
定

等
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当

職
の
決
定

総
看
護
師
長

総
看
護
師
長

１
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
照
会
、
回
答
、
通
知
、
依
頼
、
協

議
等
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
申
請
、
届
出
、
報
告
、
進
達
、
副

申
等
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
講
習
会
、
講
演
会
、
説
明
会
等
の

開
催
に
関
す
る
こ
と
。

４
　
所
掌
事
務
に
係
る
軽
易
な
事
実
の
証
明
及
び
謄
本
、
抄
本
等

の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
所
属
の
班
長
の
出
張
及
び
復
命
に
関
す
る
こ
と
。

６
　
所
属
の
班
長
の
年
次
休
暇
に
関
す
る
こ
と
。

７
　
所
属
の
班
長
の
時
間
外
勤
務
、
休
日
勤
務
、
宿
日
直
勤
務
及

び
特
殊
勤
務
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

８
　
所
属
の
班
長
の
週
休
日
の
振
替
、
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り

変
更
及
び
休
日
の
代
休
日
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

９
　
所
掌
事
務
に
係
る
前
各
号
に
類
す
る
事
項

児
童
手
当
の
受
給
資
格
及
び

額
の
認
定
等

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に

係
る
相
当
職
の
決
定

及
び
医
療
部
次
長

、
医
療
部
次
長
及
び
病
院
改
革
推
進
監

の
職
員

（
病
院

改
革
推
進
監
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

1
9
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当
職

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

1
9
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
任
免
並
び
に
報
酬
の
額
及
び
費
用
弁
償
に
係
る
相
当
職

の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

職
員

班

長

班
長

１
　
所
掌
事
務
に
係
る
特
に
軽
易
な
照
会
、
回
答
、
通
知
、
依
頼
、

協
議
等
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
所
掌
事
務
に
係
る
特
に
軽
易
な
申
請
、
届
出
、
報
告
、
進
達
、

副
申
等
に
関
す
る
こ
と
。

３
　
所
掌
事
務
に
係
る
特
に
軽
易
な
講
習
会
、
講
演
会
、
説
明
会

等
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

４
　
所
掌
事
務
に
係
る
特
に
軽
易
な
事
実
の
証
明
及
び
謄
本
、
抄

本
等
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

５
　
所
属
の
職
員
の
出
張
及
び
復
命
に
関
す
る
こ
と
。

６
　
所
属
の
職
員
の
年
次
休
暇
に
関
す
る
こ
と
。

７
　
所
属
の
職
員
の
時
間
外
勤
務
、
休
日
勤
務
、
宿
日
直
勤
務
及

び
特
殊
勤
務
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

８
　
所
属
の
職
員
の
週
休
日
の
振
替
、
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り

変
更
及
び
休
日
の
代
休
日
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

８
　
所
掌
事
務
に
係
る
事
実
の
証
明
及
び
謄
本
、
抄
本
等
の
交
付

に
関
す
る
こ
と
。

９
　
所
属
の
班
長
の
出
張
及
び
復
命
に
関
す
る
こ
と
。

1
0
所
属
の
班
長
の
年
次
休
暇
に
関
す
る
こ
と
。

1
1
所
属
の
班
長
の
時
間
外
勤
務
、
休
日
勤
務
及
び
特
殊
勤
務
の

命
令
に
関
す
る
こ
と
。

1
2
所
属
の
班
長
の
週
休
日
の
振
替
、
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り

変
更
及
び
休
日
の
代
休
日
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

1
3
所
掌
事
務
に
係
る
前
各
号
に
類
す
る
事
項
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平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
（
号
外
第
七
号
）
掲
載
秋
田
県
訓
令
第
十
九
号
（
秋
田
県
事
務
決
裁
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
）

（
原
稿
誤
り
）

六
ペ
ー
ジ
上
段
終
り
か
ら
八
行
目
は
次
の
と
お
り
の
誤
り
。

別
表
第
五
総
合
生
活
文
化
会
館
館
長
の
項
第
十
号
中
「
第1

4

号
」
を
「
第1

5

号
」
に
改
め
、
同

項
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
項
第
十
六
号
中
「
扶
養
親
族
の
認
定
並
び
に
住
居
手
当
、
」
及
び
「
及
び
単
身
赴
任
手
当
」
を
削

り
、
同
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
五
号

と
し
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

10

第
1
4
号

第
1
5
号

扶
養
親
族
の
認
定
並
び
に
住
居
手
当
、

及
び
単
身
赴
任
手
当

古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
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王
四
丁
目
一
番
一
号

購
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金

一
月
三
千
六
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十
五
円
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秋
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所
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話
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